
節句行事や節句人形に関する豊富な知識を持つ、節句人形販売のプロフェッショナルです。
この資格は（一社）日本人形協会が試験により審査し認定いたします。そのため、この資格者を有す
る販売店はお客様の信頼を得ることになり、業界の向上を図る上でも大きな意味があります。

協会はこの制度の一般消費者への周知徹底を図るため、ホームページへの掲載、マスコミ各社への情
報提供等をいたします。多くの方が節句人形アドバイザーの資格を取得いただきますようお勧めいた
します。

一般社団法人日本人形協会節句人形アドバイザー事務局
advisor_sekku@ningyo-kyokai.or.jp TEL 03-6284-3651

【締切:8月29日(金)】
①受験申込フォームに必要事項を記入の上、送信してください

2025年度 受験申込フォーム

②送信後、受験に必要な書類を協会ホームページからダウンロードし、
本部事務局へご提出ください。

受験の流れ・必要書類ダウンロード
・第18回 受験手続きのご案内（A4）
・第18回 受験申請書・誓約書・受験票（A3）

※ダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りいたしますのでご連絡ください

【提出先】〒110-0016 東京都台東区台東2-1-3 センチュリービル2階
（一社）日本人形協会 節句人形アドバイザー事務局

お問合せ

●（一社）日本人形協会会員・または賛助会員であること
● 節句人形の販売を1シーズン以上経験し、現在、会員店において、お客様と対面しての販売業務に
従事していること

● 雇用形態は問いません。節句人形販売の経験が1シーズン以上あれば可
● 受験者が試験日当日までに20歳以上であること
● 受験者の所属する協会員店がチラシ、カタログ、インターネット販売等で二重価格表示等をしてい
ないこと


